
通行規制情報

・令和6年度 新丸山ダム本体建設第2期工事

新丸山ダム建設工事に関する工事車両通行や資機材等の

運搬作業に伴い、当面の間通行規制を行います。

・規制区間：下図の黄線範囲、青線（破線）範囲

・規制内容：以下の図のとおり

新丸山ダム建設事業 事業概要

口杣沢建設発生土受入地

丸山ダム管理支所

丸山ダム展望台へまで行けます

※工事現場内への侵入は大変危険ですのでおやめください。

原石山

黄線
規制：全面通行止区間

（平日、土日（祝日）含む終日）
期間：当面の間 

青線（破線）
規制：全面通行止区間

（平日7時～20時）
期間：当面の間



・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について

丸山ダムの堤体や貯水池、その周辺では工事や作業が多く、
ダム見学も開催しております。

事故の発生防止や、他の無人航空機の飛行との飛行ルート
調整、コントローラ等の回線の混線を避けることを目的とし下記
について遵守願います。

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の
  飛行をされる方は、予め丸山ダム管理支所へご連絡ください。

丸山ダム管理支所 TEL：0574－43－1108
  （ 平日8：30～17：00 （土日祝日を除く））

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の
飛行をされる方は、以下の対応をお願いします。

・航空法等の関係諸規定を遵守する

・発電設備や工事現場の上空飛行や撮影をしない
 ・一般の方の立入禁止区域に立入をしない
・地元の方や他の来訪者の方とのトラブルが生じないよう気をつける
・無人航空機の落下等により他者(ダム関係施設を含む)への損害が
生じた場合、損害賠償を請求をされることがある
・丸山ダム管理支所は無人航空機の飛行に関する一切の責を負わず、
   事故機回収等の便宜供与も行わない

・令和7年度 新丸山ダム十日神楽地区道路整備工事

道路整備工事を実施するため、通行規制を行います。

・規制箇所：下図の緑〇付近

・規制時間： 終日通行止め

・規制期間：令和7年2月3日～令和8年9月30日（予定）（土日祝含む）

町道十日神楽線

規制箇所

新五月橋(仮称)

：工事箇所（道路工事）

通行規制情報(町道十日神楽線) 情報共有



通行規制情報 （県道大西瑞浪線）

五月橋

・県道大西瑞浪線(南側：旧衛生センター跡付近)は、工事のため、一般車両及び歩行者の通行が出来ません。

・五月橋は道路管理者である岐阜県にて通行が規制されているため、通行が出来ません。

：規制箇所

工事箇所
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